
書式第１２号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　ちいきむすび　　　　　

１　事業の成果
コロナ禍月一回になってしまったお弁当の提供を、月二回に増やすことはほぼ達成されました。さらに外出が困
難な方など特に食の提供を必要とされる方達への食事の提供も、地域の方達や福祉活動組織からの情報を基
に一年間安定して提供出来ました。但し、全員に配達ではなく、取りに来れる方には会場まで来ていただいて配
布いたしました。また食材の質の維持は、各方面の助成金や寄付を頂き、また直接食材や寄付金を提供してい
ただく個人・団体のお陰で満足できる内容でありました。

２　事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業　　　　　　　　　　　　　（事業費の総費用【１，１６７】千円）
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
（千円）

安価もしくは無
償で食事を提
供する事業

安全な食材と栄養を重視し
たお弁当を提供し、同時に
寄付を受けた生活用品・玩
具・食材などを差し上げる

月２回
※年27
回

株式会社
ＥＡＴプラ
ンニング
の店舗食
堂を借用

１０人

杉並区方
南町近隣
のひとり
親・高齢
者・生活
困窮者

年間
１，６１５

１，１００

安価もしくは無
償で食事を提
供する事業

特に高齢者や妊産婦など、
外出が困難な方々にお弁
当や寄付頂いた品物を提
供する。

月1~回
※年10
回

株式会社
ＥＡＴプラ
ンニング
の店舗食
堂を借用

３人

杉並区方
南町近隣
の妊産
婦・高齢
者

年間
８２人

５７

地域の家庭が
抱える問題を
他団体組織に
繋ぐ事業

食事提供で関わった利用
者の抱える問題を、ケア24
や社会福祉協議会などと
情報を共有し、解決策を探
る

通　期
杉並区方
南町近隣

２人

食事利用
者もしく
はその知
人

年間
１２人

１０
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